
固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税
の

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、
住
宅
用

地
に
関
し
て
は
課
税
標
準
の
特
例

措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

家
屋
の
改
造
な
ど
で
住
宅
用
地

の
利
用
状
況
が
変
わ
っ
た
と
き
は
、

「
住
宅
用
地
異
動
申
告
書
」
を
市
役

所
資
産
税
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
住
宅
用
地
以
外
に
変

更
し
た
場
合
も
申
告
が
必
要
で
す
。

な
お
、
今
年
新
増
築
を
し
て
家
屋

評
価
を
受
け
る
人
は
提
出
不
要
で

す
。

□
住
宅
用
地
の
範
囲

特
例
措
置
の
対
象
と
な
る
住
宅

用
地
の
面
積
は
、
家
屋
の
敷
地
面

積
に
上
表
の
住
宅
用
地
の
率
を
掛

け
て
求
め
た
も
の
で
、
床
面
積
の

十
倍
が
限
度
で
す
。

□
住
宅
用
地
の
種
類

小
規
模
住
宅
用
地
＝
二
百
平
方
誡

以
下
の
住
宅
用
地
。
課
税
標
準
額

は
固
定
資
産
税
で
は
価
格
の
六
分

の
一
、
都
市
計
画
税
で
は
三
分
の

一
　
そ
の
他
の
住
宅
用
地
＝
小
規

模
住
宅
用
地
以
外
の
住
宅
用
地
。

課
税
標
準
額
は
固
定
資
産
税
で
は

価
格
の
三
分
の
一
、
都
市
計
画
税

で
は
三
分
の
二
。
例
え
ば
三
百
平

方
誡
の
住
宅
用
地
（
一
戸
建
て
住

夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
ア

メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
（
ア
メ
ヒ

ト
）
の
第
二
・
第
三
世
代
が
発

生
す
る
時
季
で
す
。
ア
メ
ヒ
ト

の
生
態
を
知
り
、
被
害
が
広
が

る
前
に
効
果
的
な
防
除
を
行
い

ま
し
ょ
う
。

□
発
見

ア
メ
ヒ
ト
は
通
常
六
月
上
旬

か
ら
七
月
中
旬
と
、
八
月
上
旬

か
ら
十
月
上
旬
の
年
二
回
（
年

に
よ
っ
て
三
回
）
発
生
し
ま
す
。

桑
や
柿
、
梅
や
桜
な
ど
の
葉
に

好
ん
で
産
卵
。
卵
か
ら
か
え
っ

た
幼
虫
は
、
糸
を
吐
い
て
巣
を

作
り
、
十
日
間
前
後
固
ま
っ
て

い
ま
す
。
巣
の
中
の
幼
虫
は
葉

脈
を
残
し
て
食
べ
る
の
で
、
そ
の

葉
だ
け
透
け
て
見
え
ま
す
。

□
処
分

幼
虫
は
体
長
約
一
・
五
詢
に

な
る
と
巣
か
ら
離
れ
ま
す
。
分

散
す
る
前
に
枝
葉
を
切
り
取
っ

て
、
焼
く
か
踏
み
つ
ぶ
す
か
し

宅
の
敷
地
）
で
は
、
二
百
平
方
誡

分
が
小
規
模
住
宅
用
地
で
、
残
り

の
百
平
方
誡
が
そ
の
他
の
住
宅
用

地
と
な
り
ま
す

○
…
問
い
合
わ
せ
は
資
産
税
課
蕁

８
９
０
―
６
２
１
７
へ
。

て
く
だ
さ
い
。
巣
が
高
い
所
に

あ
る
場
合
は
、
枝
を
切
り
落
と

す
か
、
直
接
幼
虫
を
焼
い
て
く

だ
さ
い
。

□
薬
剤
散
布

発
見
が
遅
れ
幼
虫
が
分
散
し

て
し
ま
っ
た
ら
、
農
薬
登
録
さ

れ
て
い
る
薬
剤
を
散
布
す
る
方

法
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
薬

剤
が
周
辺
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
も
あ
る
の
で
、
散
布
す
る
と

き
は
、
近
所
に
あ
ら
か
じ
め
知

ら
せ
る
と
と
も
に
、
ラ
ベ
ル
に

記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を
守
り
、

人
や
家
畜
、
作
物
な
ど
に
掛
か

ら
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
農
政
課
蕁

８
９
０
―
６
７
０
５
へ
。

７ 市役所の住所は〒371-8601 前橋市大手町二丁目12-1です

毎
年
恒
例
の
前
橋
ふ
れ
あ
い
バ

ザ
ー
ル
を
、
九
月
十
日
豸
に
開
催
。

十
七
回
目
を
迎
え
、
今
年
は
緑
豊

か
な
敷
島
公
園
松
林
を
会
場
に
行

い
ま
す
。
大
に
ぎ
わ
い
の
フ
リ
ー

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
思
わ
ぬ
掘
り

出
し
物
も
。
こ
の
ほ
か
、
ミ
ニ
Ｓ

Ｌ
や
ふ
れ
あ
い
動
物
園
、
抽
選
会
、

ス
テ
ー
ジ
で
の
バ
ン
ド
の
発
表
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
シ
ョ
ー
な
ど
イ
ベ

ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
。
好
天
の

場
合
は
、
熱
気
球
に
も
乗
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
看
護
師
と

栄
養
士
が
行
う
健
康
や
栄
養
の
相

談
、
今
年
か
ら
新
た
な
小
学
生
の

職
業
体
験
も
あ
り
、
子
ど
も
か
ら

お
年
寄
り
ま
で
、
み
ん
な
で
楽
し

め
る
催
し
で
す
。
家
族
や
友
人
た

ち
と
ぜ
ひ
、
お
出
掛
け
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
９
月
10
日
豸
午
前
９
時
30

分
〜
午
後
３
時
　
会
場
＝
敷
島
公

園
松
林

□
職
業
体
験
の
参
加
者
募
集

ふ
れ
あ
い
バ
ザ
ー
ル
に
出
店
す

る
八
百
屋
や
菓
子
店
で
販
売
の
体

験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

日
時
＝
９
月
10
日
豸
午
前
10
時
〜

午
後
２
時
の
間
で
二
時
間
　
対
象

＝
小
５
・
小
６
、
先
着
十
二
人
　

申
し
込
み
＝
８
月
31
日
貅
ま
で
に

商
工
振
興
課
へ

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
蕁
８
９

０
―
６
６
０
２
へ
。

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す

る
法
律
で
定
め
ら
れ
た
農
用
地
区

域
内
の
農
地
を
、
住
宅
や
店
舗
、

露
天
駐
車
場
な
ど
に
使
用
す
る
と

き
は
、
初
め
に
農
用
地
区
域
か
ら

の
「
除
外
」
を
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
次
に
農
地
法
に
基
づ
く

転
用
許
可
や
都
市
計
画
法
に
基
づ

く
開
発
許
可
な
ど
が
必
要
で
す
。

除
外
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
次

の
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
こ
と
が

必
要
で
す
。

漓
農
用
地
区
域
以
外
に
代
わ
り

の
土
地
が
な
い
滷
農
業
を
行
う
上

で
効
率
的
、
総
合
的
な
利
用
に
支

障
が
な
い
澆
土
地
改
良
施
設
の
機

能
に
支
障
が
な
い
潺
農
業
生
産
基

盤
整
備
事
業
（
ほ
場
整
備
・
農
業

用
用
排
水
整
備
改
修
な
ど
）
の
事

業
完
了
後
八
年
を
経
過
。

農
用
地
区
域
か
ら
の
除
外
を
希

望
す
る
農
地
の
所
有
者
は
、
直
接

申
し
出
を
。
郵
送
で
は
受
け
付
け

ま
せ
ん
。ま
た
、除
外
後
に
計
画
が

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
農
用
地
区

域
へ
編
入
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

対
象
区
域
＝
上
川
淵
・
下
川
淵
・

芳
賀
・
桂
萱
・
総
社
・
南
橘
・
清

里
・
永
明
の
各
出
張
所
管
内
と
城

南
支
所
管
内
の
市
街
化
調
整
区
域

（
農
業
振
興
地
域
内
の
農
地
で「
農

用
地
区
域
外
」
と
し
て
農
用
地
区

域
か
ら
除
か
れ
た
農
地
は
不
要
）、

大
胡
支
所
・
宮
城
支
所
・
粕
川
支

所
管
内
の
農
用
地
区
域
と
定
め
ら

れ
た
区
域
　
用
意
す
る
物
＝
土
地

登
記
事
項
証
明
書
か
登
記
簿
謄
本

（
分
家
住
宅
は
昭
和
46
年
の
所
有
者

が
分
か
る
物
）、
公
図
、
土
地
利
用

計
画
書
、
確
約
書
、
案
内
図
、
土

地
改
良
事
業
等
受
益
地
確
認
書
、

確
認
書
（
都
市
計
画
法
第
三
十
四

条
の
三
に
よ
る
自
己
用
住
宅
の
場

合
）、
印
鑑
な
ど
　
申
し
込
み
＝
９

月
１
日
貊
〜
20
日
貉
の
執
務
時
間

内
に
申
し
出
地
が
大
胡
・
宮
城
・

粕
川
支
所
管
内
以
外
は
市
役
所
農

政
課
（
蕁
８
９
０
―
６
７
０
２
）、

大
胡
支
所
管
内
は
大
胡
支
所
（
蕁

２
８
３
―
０
１
１
５
）、
宮
城
支
所

管
内
は
宮
城
支
所
（
蕁
２
８
３
―

２
１
３
１
）、
粕
川
支
所
管
内
は
粕

川
支
所
（
蕁
２
８
５
―
６
７
５
２
）

へ
直
接

広報まえばし　平成１８年８月１５日号　６

楽しみながら掘り出し物を

住宅用地では税負担が軽減されます

敷
島
公
園
松
林
で
ふ
れ
あ
い
バ
ザ
ー
ル

農地を住宅や駐車場に
利用するときは忘れず

住宅用地に税の軽減特例措置

土地の利用状況を変更したときは申告を土地の利用状況を変更したときは申告を

ア
メ
ヒ
ト
の
発
生
時
季
で
す

被
害
が
広
が
る
前
に
防
除
し
ま
し
ょ
う

家屋別住宅用地の率

家　　屋 居住部分の割合 住宅用地
の率

専用住宅

併
用
住
宅

全　　部 1.0

地上５階
以上の耐
火建築物

上記以外
の建築物

４分の１以上２分の１未満 0.5

２分の１以上４分の３未満 0.75

４分の３以上 1.0

４分の１以上２分の１未満 0.5

２分の１以上 1.0 子どもが大好きな豆汽車子どもが大好きな豆汽車�子どもが大好きな豆汽車�


